
河川維持管理計画（鬼怒川・小貝川） 

河川維持管理は、洪水等による災害が防止され、河川が適正に利用され、流

水の正常な機能が維持され、河川環境が保全されるよう、河川及び河川の存す

る地域の特性を踏まえながら実施する必要があります。 

高度経済成長期を中心に多く整備されてきた施設の更新時期を迎えている中

で、河川管理の目的が達せられるよう、より効果的・効率的な維持管理を進め

ていくために、維持管理の目標、河川の状態把握の頻度や時期等を具体的に定

め、概ね５年間を基本とした河川維持管理計画を作成しました。 

なお、河川維持管理計画は、河川、河川管理施設等の状況の変化、河川維持

管理の実績、社会経済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行う予定です。 

 

・ 河川維持管理計画（鬼怒川） 

・ 河川維持管理計画（小貝川） 

http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/gaiyo10/h23ijikanri%20kinu.pdf
http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/gaiyo10/h23ijikanri%20kokai.pdf

